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【序論及び主な結論】【序論及び主な結論】【序論及び主な結論】【序論及び主な結論】    
    
１．目的１．目的１．目的１．目的 

 

ＮＳネットの相互評価(ピアレビュー)（以下「レビュー」という。）は、会員

の専門家により構成したレビューチームが、会員の事業所を相互訪問し、原子

力安全に関する会員間の共通テーマについて相互に評価を実施し、課題の摘出

や良好事例の水平展開等を行うことによって、お互いが持っている知見を共有

し、原子力産業界全体の安全意識の徹底及び安全文化の共有を図ることを目的

としている。 

 

 

２．対象事業所の概要２．対象事業所の概要２．対象事業所の概要２．対象事業所の概要    
    
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウラン鉱山(*)

製錬施設(*)

転換施設

ウラン濃縮施設

再転換施設

燃料加工施設

原子力発電所

再処理施設

高レベル廃棄物管理施設

低レベル廃棄物埋設施設

原子燃料サイクル

NSネット相互評価

研究開発・試験

プラント・機器製造

メンテナンスサービス

輸送サービス

試験研究炉

核燃料物質使用施設他

　レーザー濃縮技術研究組合
　　　東海濃縮実験所
　〔関連事業内容〕
　　○施設の解体・撤去
　　○固体廃棄物の保管管理

*海外委託

原子燃料サイクルにおけるレーザー濃縮技術研究組合の位置づけ
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レーザー濃縮技術研究組合は、次世代のウラン濃縮法の一つとして注目され

る原子レーザー法ウラン濃縮技術1に係わる試験研究を行うことを目的として、

電力９社、日本原子力発電株式会社、日本原燃株式会社並びに財団法人電力中

央研究所により設立され、「鉱工業技術研究組合法2」に基づき、科学技術庁（現：

文部科学省）、通商産業省（現：経済産業省）を主務官庁として 1987 年４月に
法人として設立認可を受けた。 
レーザー濃縮技術研究組合東海濃縮実験所（以下「本実験所」という。）では、

1987 年度から 1992 年度までの６年間、原子レーザー法の技術的成立性の確認等

を目的に、第一期研究開発として、年間１トン SWU3規模の装置開発を行い、各

種機器運転特性試験及びウラン濃縮実証試験を実施している。この一連の試験

により、エンジニアリングデータの収集、スケールアップに伴う技術開発課題

の抽出を行っている。1993 年度から 1999 年度までは、第二期研究開発としてそ

れまでの成果を踏まえ、商業機を目指した要素機器の開発を進め、商業規模の

分離装置を用いた性能（蒸発）試験等を実施して、レーザー装置とともに所期

の性能を有していることを確認している。さらに、要素機器である分離装置と

レーザー装置を組み合わせた濃縮試験を本年３月に実施し、システム全体の性

能を確認・評価しているところである。 

研究終了に伴い、今後は主に施設の解体・撤去及び発生した放射性固体廃棄

物の保管管理業務を行っていくこととしている。 

 

現在、本実験所が許可を受けている核燃料物質の年間使用予定量は、天然ウ

ランが 1,600kg、劣化ウランが約 50kg、濃縮ウランが約 2kg で、法令上は核燃

料物質使用施設に区分されるが、これらの全量を一箇所に集めたとしても臨界

に達する可能性はなく、臨界による事故を想定する必要がない施設4とされてい

る。またこの許可量から、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律施行令」第 16 条の２5に該当しない施設であり、“保安規定”、“施設検査”

は必要とされず、「原子力災害対策特別措置法」も適用されない施設になってい

る。 

 

本実験所の周辺図、組織等を参考図として巻末に示す。 
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３．レビューのポイント３．レビューのポイント３．レビューのポイント３．レビューのポイント    

 
今回の本実験所に対するレビューでは、濃縮実験終了後、施設及び廃棄物を

どのように安全に管理していくのか、また、安全を確保するためにどのような

方策が採られるのかにポイントをおいた。 
レビューは、①組織・運営、②緊急時対策、③教育・訓練、④運転・保守、

⑤放射線防護及び⑥重大事故防止の６つの分野に分けて、原子力産業界のベス

トプラクティスに照らして実施した。 

 

レビューのポイントを分野毎に具体的に展開すると、以下のように整理され

る。 

①組織・運営 

・研究終了後の技術・ノウハウの管理及び伝承 

・安全に係るリーダーシップ（方針や目標の設定） 

・職員への安全文化浸透・モラル向上のための仕組みとその取組状況 

・ヒューマンファクターへの配慮 

②緊急時対策 

・「原子力災害対策特別措置法」の趣旨を踏まえた緊急時対策i 

・緊急時における体制整備及び職員への周知（「原子力事業所安全協力協定

（東海ノア協定）6」における連携含む） 

③教育・訓練 

・安全教育の実施 

・協力会社社員等への教育計画 

④運転・保守 

・文書・手順書の作成・チェック、承認、改訂の方法 

・許可事項（内容）との整合性 

・安全作業の実施（文書・手順書の遵守状況） 

・施設の安全管理、レーザー装置の維持管理 

・今後の撤去工事計画 

・放射性廃棄物の適切な管理 

                                            
i 本実験所は「原子力災害対策特別措置法」の適用範囲外の事業所であるが、その法律制定の趣
旨を踏まえた対応策や他の事業者との連携等について焦点を当てた。 
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⑤放射線防護 

・職員に対する適切な線量管理 

⑥重大事故防止 

・火災・爆発事故に対する防護対策 
ａ．ウラン屑

くず

などの可燃物の取り扱い 
ｂ．火災防護に配慮した作業要領書の整備と職員への周知など 
 
 

４．レビューの実施４．レビューの実施４．レビューの実施４．レビューの実施    

 
(1) 実施期間 

2002 年 5 月 28 日(火)～30 日(木) 

(2) レビューチームの構成 

Ａグループ：北陸電力株式会社、日本核燃料開発株式会社、 

三井造船株式会社 

Ｂグループ：北海道電力株式会社、株式会社日立製作所 

調整員  ：ＮＳネット事務局 

(3) レビューチームの担当分野 

Ａグループ：①組織・運営、②緊急時対策、③教育・訓練 

Ｂグループ：④運転・保守、⑤放射線防護、⑥重大事故防止 

(4) レビュー対象とした施設等 

本レビューでは、東海濃縮実験所を対象範囲とした。 

 

    

５．レビュースケジュール５．レビュースケジュール５．レビュースケジュール５．レビュースケジュール    

 

レビューは３日間にわたり、グループ毎に次表に示すスケジュールで実施し

た。なお、レビュー実施状況を示す写真を巻末に添付する。 
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 Ａグループ 

（組織・運営、緊急時対策、教育・訓練） 

Ｂグループ 

（運転・保守、放射線防護、重大事故防止） 

オープニング（挨拶・メンバー紹介等） Ａ

Ｍ Ⅰ． 

組織・運営 

・効果的な組織管理 

・安全文化の醸成 

【書類確認】 

Ⅳ. 

運転・保守 

・安全作業の実施 

・作業設備と機器 

【書類確認】 

＜東海濃縮実験所長＞ 

【面談】 

Ⅰ． 

組織・運営 

 

 

＜管理職クラス＞ 

【面談】 

Ⅳ. 

運転・保守 

・核燃料サイクル研究施設

のエンジニアリング 

【書類確認】 

Ⅳ. 

運転・保守 

＜担当者クラス＞ 

【面談】 

Ⅱ． 

緊急時対策 

・緊急時計画 

・緊急時訓練 

【書類確認】 

５ 

月 

28 

日 

(火) 

 

Ｐ

Ｍ 

Ⅱ． 

緊急時対策 

緊急時の設備・資源 

【現場観察】 

Ⅵ． 

重大事故防止 

・火災・爆発事故 

【書類確認】 

Ⅰ． 

組織・運営 

・ヒューマンファクターへの

配慮     【書類確認】 

Ⅰ． 

組織・運営 

ヒューマンファクター関連 

【現場観察】 

Ⅴ． 

放射線防護 

 

・放射性物質閉じ込め性及

び放射線量監視 

・線量管理 

【面談】 

Ⅲ． 

教育・訓練 

・教育・訓練の実施 

【書類確認】 

Ａ

Ｍ 

Ⅱ． 

緊急時対策 

Ⅲ． 

教育・訓練 

＜担当者クラス２名＞ 

合同で実施【面談】 

Ⅳ. 

運転・保守 

Ⅴ． 

放射線防護 

Ⅵ． 

重大事故防止 

実験棟 

（中央操作室、レーザー

発生室、ウラン処理室、

核燃料物質貯蔵場所等） 

廃棄物貯蔵棟 

【現場観察】 

29 

日 

(水) 

Ｐ

Ｍ 
事実確認 事実確認 

事実確認 30 

日 

(木) 

Ａ

Ｍ 
クロージング 
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６．レビュー方法及びレビュー内容６．レビュー方法及びレビュー内容６．レビュー方法及びレビュー内容６．レビュー方法及びレビュー内容    
    
6.16.16.16.1    レビュー方法レビュー方法レビュー方法レビュー方法    

 

レビューは、本実験所が進める安全性向上のための諸活動を対象として、以

下に示すような、同活動の実践の場である現場の観察、本実験所より提示され

た書類の確認及びこれに基づく議論、並びに職員との面談を通して、良好事例

や改善項目の摘出を行った。 

 

6.1.16.1.16.1.16.1.1    レビューの進め方レビューの進め方レビューの進め方レビューの進め方    

    
(1) 現場観察    

現場観察では、書類確認及び面談で確認される事項に対して実際の活動がど

のように行われているかを直接現場で観察・確認するとともに、これをレビ

ュー者の知識、経験等に照らし合わせ、調査を行った。 

 

(2) 書類確認    

書類確認では、レビュー項目毎に該当書類の説明を受け、必要に応じ関連

書類の提示を求めながら調査を進めた。さらに、施設もしくは業務の現場観

察を行った後、これに関連した書類の提示を求め、より踏み込んだ調査を行

った。 

 

(3) 面談    

面談は、東海濃縮実験所長（以下「所長」という。）、管理職及び担当者クラ

スを対象に、以下のような目的のもとに行った。 

a. 原子力安全を含む安全文化醸成への取り組み及び意識の把握 

b. 文書でカバーできない追加情報の収得 

c. 書類確認の疑問点を含めた質疑応答 

d. 決められた事項及び各自に課せられた責任の理解度の把握 

e. 決められた事項の遵守状況及びその事項が形骸化していないかの把握 
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6.1.26.1.26.1.26.1.2    良好事例と改善提案の摘出の観点良好事例と改善提案の摘出の観点良好事例と改善提案の摘出の観点良好事例と改善提案の摘出の観点    

 

(1) 良好事例    

「本実験所の安全確保活動のうち、的確かつ効果的で独自性のある手法を取

り入れている事例であって、ＮＳネットの会員、さらには原子力産業界に広く

伝えたい、優れた事例を示したもの。」 

 

(2) 改善提案    

「原子力の安全性を最高水準へと目指す視点から、原子力産業界でのベスト

プラクティスに照らして、本実験所の安全確保活動をさらに向上・改善させる

ための提案等を示したもの。」 

そのため、現状の活動が原子力産業界の一般的な水準以上であっても、改善

提案の対象として取り上げる場合がある。 

 

 

6.26.26.26.2    レビュー内容レビュー内容レビュー内容レビュー内容    

 

「３．レビューのポイント」において抽出・展開された以下のレビュー項目

をもとに、現場観察・確認、書類確認及び面談を行い、その結果を評価・整理

したものを【各論】としてまとめ、さらにそれを総括し、「７．主な結論」に示

した。 

 

分野１：組織・運営 

原子力安全の確保に関し、安全操業に必要な要員が確保されているか、常に

安全を最優先するという安全文化が十分に醸成されているか、そしてトラブル

事例やヒューマンファクターについて十分な検討がなされているかといった観

点から調査した。 

（レビュー項目） 

(1) 効果的な組織管理 

ａ．組織・体制の明確化と適正化 

ｂ．組織目標と管理者（職）のリーダーシップ 

(2) 安全文化の醸成 
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ａ．組織内の各人が安全を優先するという職場風土の形成 

ｂ．地元地域への情報発信 

(3) ヒューマンファクターへの配慮 

a．ヒューマンファクターへの一層の配慮 

 

分野２：緊急時対策 

本実験所は「原子力災害対策特別措置法」の非該当施設である。このため、

ここでいう緊急時とは、地震や火災等により施設等に災害が発生する恐れがあ

る場合または発生した場合、あるいは核燃料物質等が異常に漏えいした場合ま

たは職員が線量限度を超えて被ばくした場合等を指すものとした。 

調査は、「原子力災害対策特別措置法」制定の趣旨を踏まえ、他の事業者との

連携等についてどのように計画されているか、訓練が確実に実施されているか、

といった観点から実施した。 
（レビュー項目） 

(1) 緊急時計画 

ａ．緊急時計画の策定 

ｂ．職員への周知・徹底状況 

(2) 緊急時訓練 

ａ．訓練の実施（実績） 

 

分野３：教育・訓練 

職員の技術レベル向上、あるいは安全意識のレベル向上が事故防止に繋がる

との考えに基づき、効果的な教育・訓練システムが整備されているか及びこの

システムが確実に行われているかといった観点から調査した。 

（レビュー項目） 

(1) 教育・訓練の実施 

a．教育・訓練の実施 

 

分野４：運転・保守 

今回のレビューにおいては、“安全運転”とは「実験時の操作に係る安全作業」

が、“安全保守”とは「設備・機器の点検及びそれに係る安全作業」が該当する。

両者をまとめて“安全作業”として調査した。 
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調査は、安全作業に係る諸事項に関し、高い次元での安全性が確保されてい

るかとの観点から実施した。すなわち、人については、作業手順書、マニュア

ル等の文書類が整備されており、確実に遵守されているかどうかを、設備面に

ついては、安全上の機能が明確に区分され、良好な管理状況にあるか否かを調

査した。また、それらの統合として、核燃料物質等の管理状況が適切な状況に

あるかを調査した。 

（レビュー項目） 

(1) 安全作業の実施 

ａ．文書・手順書の整備状況 

ｂ．文書・手順書の作成・チェック、承認、改訂の方法 

ｃ．許可事項（内容）との整合性 

ｄ．安全作業の実施 

(2) 作業設備と機器 

ａ．設備・機器の点検 

(3) 核燃料サイクル研究施設のエンジニアリング 

a．核燃料物質の管理 

b．化学物質の管理 

c．放射性廃棄物の管理 

 

分野５：放射線防護 

放射性物質の閉じ込め性や環境への漏えい防止及び職員の線量管理といった

観点から、これらの方策や実施状況を調査した。 

（レビュー項目） 

(1) 放射性物質の閉じ込め性及び放射線量監視 

ａ．適正な負圧管理7 

ｂ．放射線量の監視 

(2) 線量管理 

ａ．職員の線量管理 

 

分野６：重大事故防止 

ここでの事象は、前述のレビューのポイントに従って火災・爆発事故を対象

とし、施設周辺に重大な影響を及ぼす事故を未然に防ぐために、事故の可能性
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のある設備が認識され、それらに多重の対策が採られているか、あるいは発生

時の検知が迅速になされるシステムとなっているかといった観点から調査した。 

（レビュー項目） 

(1) 火災・爆発事故 

a．火災・爆発の可能性のある工程・設備・機器 

b．火災・爆発防止に対する管理の方法 

c．火災・爆発発生時の検知、緩和 

 

 

７．主な結論７．主な結論７．主な結論７．主な結論    

 

今回のレーザー濃縮技術研究組合東海濃縮実験所に対するレビュー結果を総

括すると、原子力安全の面で直ちに改善措置を施さなければ重大な事故の発生

に繋がるような事項は見出されなかった。 

本実験所においては、1987 年４月の設置以来、15 年間にわたり無事故・無災

害を継続しており、この無事故・無災害を今後も継続すべく、安全確保に東海

実験所長が率先垂範して取り組んでいる様子が確認できた。 

「安全なくして開発なし」と「国際価格に比肩し得る濃縮役務費見通しの達

成」を目標に常に新たな課題へ取り組み、高度先端技術の塊であるレーザー濃

縮に携わることを誇りに、安全確保を最優先し、開発を推進してきた。 

また、コミュニケーションが取りやすい少人数の事業所の利点を生かして、

所長自らの座右の銘である「和而不同（和して同ぜず）8」に沿って所長から担

当者クラスまで活発な議論が行われ、目標が協力会社を含め職員全体に浸透し

ていることが確認された。 

本実験所は、本年３月の濃縮実験終了という節目を迎えて、今後は設備の撤

去工事と廃棄物の保管管理が主要業務となるが、これらの業務の遂行にあたっ

てもこれまで通り安全確保を常に心がけ、なお一層の安全文化の醸成を目指し

てさらなる安全活動を継続し、無事故・無災害が続くことが望まれる。 

 

今回のレビューにおいて、ＮＳネットの他の会員、さらには原子力産業界に

広く紹介されるべきいくつかの良好事例を見出した。主な良好事例は以下のと

おりである。 



13 

・延べ 15年間の無事故・無災害の達成 
実規模分離装置の建設工事以来、所長のモットーである「安全なくして開

発なし」と「国際価格に比肩し得る濃縮役務費見通しの達成」を合い言葉に

常に新たな課題へ取り組み、高度先端技術の塊である開発に携わることを誇

りに、所長から管理職へ、管理職から一般職、協力会社社員へと末端まで安

全確保の思想が伝えられており、延べ 15年間の無事故・無災害につながって
いる。 

 
・濃縮試験におけるヒューマンエラー防止対策の積極的な採用 

濃縮試験において、以下のようなヒューマンエラー対策が採用され、無事

故・無災害の達成に貢献している。 
(1) ハード面での誤操作防止対策の代表例 
① 運転の自動化、中央操作運転方式の採用 
② 中央操作室操作盤等の重要なボタンへのアクリルカバーの取り付け 
③ 一般電源室の切換スイッチに２アクション操作の採用 
④ レーザー光遮断インターロック 

(2) ソフト面での誤操作防止対策の代表例 
① 作業要領をチェックリスト形式に手順書化し、着手前に手順の読み合

わせを行う。 
② 実操作の前にできるだけ実技訓練を実施する。 
③ 実操作にあたり 1名が手順を読み上げ、1名が操作する。 

 
・ウラン廃棄物の保管廃棄における工夫 
廃棄物貯蔵棟におけるウラン廃棄物の保管廃棄において、それらの処分が

可能となる相当長期にわたり保管管理すべきであるという特殊事情を勘案し

て、ウラン屑等のウラン廃棄物を収納した金属容器はさらにステンレス箱に

収納した後、ステンレス箱の蓋を自主的に封印管理している。 
この封印管理により、廃棄物が健全に保管廃棄されていることの確認が確

実かつ容易になる。 
 
・ウラン屑に対する多重の火災防止対策 

ウラン屑は、最終的に二次酸化による安定化処理が施され、火災防止が図
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られている。これに先行する仮置き期間中は金属製容器に不活性ガスを封入

し、さらにこれ以前の段階は夜間、休日等を含めた監視を行う確実な火災防

止対策が実施されているなど多重の火災防止対策が採られている。 
 

一方、本実験所の安全確保活動をさらに向上させるため以下の提案を行った。

主な提案は以下のとおりである。 

 

・地元地域や一般へのタイムリーな情報発信 
地元地域や一般に対して、広く施設や試験・研究活動等を紹介するため、

インターネット上にホームページを開設して、情報発信が行われている。し

かしながら、ホームページにおける掲載が現状に即した内容に改訂されてい

ないことから、最新の情報に更新されることが望ましい。 

 

・ヒヤリハットや他施設トラブル事例等の水平展開システムの創設 
本実験所でヒヤリハットが発生した場合の対応は、モーニングミーティン

グや週間工程会議での周知が主であるため、データが蓄積されない状況にあ

る。今後の施設の解体撤去にあたっては、ヒヤリハット事例が安全確保に役

立つと考えられることから、ヒヤリハット事例を次世代に伝えるしくみを構

築するとともに、広く原子力産業施設全般に目を向け、他施設トラブル事例

や作業時のヒューマンエラー関係の情報についても調査分析を行うことが望

ましい。なお、これらの情報の入手元として、ＮＳネットのホームページの

データベースを活用することも一案である。 
 
・ＪＣＯ事故の教訓を踏まえた倫理教育等の教育カリキュラムへの追加 
本実験所では、法令、規則、許認可内容等に準拠して作業を進めることを

徹底させているものの倫理教育のカリキュラムがないことから、更なる倫理

面の向上につながる倫理教育を実施することが望ましい。 

また、使用するウラン量が少なく、臨界事故が発生し得ない施設であり、

また、出向母体で必要な知識を有する者も多いが、ＪＣＯ事故を再確認する

意味で必要な職員には一般的な臨界安全知識取得も教育カリキュラムに取り

入れることにより、更なる安全文化の向上につながるものと期待される。 
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【各論】【各論】【各論】【各論】    
    
分野１：組織・運営分野１：組織・運営分野１：組織・運営分野１：組織・運営    
    
１．１１．１１．１１．１    現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価    
 
(1) 効果的な組織管理 

 
ａ．組織・体制の明確化と適正化 

 
本実験所の組織体制及び各職員の基本職務は、『組織規程』及び『保安管理

規程』等において規定されている。ここでは、所長をはじめ部長、課長及び

グループリーダーなどの職務と責任範囲が記載されている。例えば、所長は

使用施設等の保安に関する業務を統括することとなっている。 
 
本実験所では、安全管理諸規程類に基づき各種安全管理者を任命して、安

全確保に必要な人員配置を行っている。また、1999 年下期以降、職員は 34
名体制で本実験所において試験を行っているが、最終試験を行った 2002年３
月まで、その体制を維持しており、研究並びに施設の維持管理にも必要な人

員が配置されている。 
なお、本年７月をもって、本実験所は施設の解体と廃棄物の保管管理に業

務を特化した約 25名の効率的な組織に移行する予定で、現在移行後の業務分
掌を明確にするため『組織規程』を改訂している。 
 
所長は、『保安管理規程』により、保安の審査機関としての「安全委員会」

を設置しているが、第三者的な監査を実現するために議案提案箇所以外のメ

ンバーを委員として選定して審議することとしている。また、課長、グルー

プリーダー及び協力会社の所長は合同で、１ヶ月に１回の頻度で施設の巡

視・点検を実施するとともに、毎週安全パトロールを行って作業エリアを巡

視し、必要な改善を行っている。巡視点検は総務課を、安全パトロールは試

験管理グループを事務局として、結果の取りまとめにあたらせている。 
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本実験所においては、これまで試験で事故や大きなトラブル等の発生事例

はなく、こうした設備の安全設計技術や運転・保守技術はすべて図書化し、

これまでは光ディスクに保管してきた。これらの研究成果は本実験所内の研

究体制が役目を終える 2002 年６月に財団法人電力中央研究所にＣＤ－ＲＯ
Ｍで移管することが決定しており、現在準備を進めている。 

 
ｂ．組織目標と管理者（職）のリーダーシップ 
 
本実験所では、実規模分離装置の建設工事が開始された1996年10月以来、

「安全なくして開発（継続）なし」と「国際価格に比肩し得る濃縮役務費見

通しの達成」を目標に開発に取り組んできている。 
 
毎週開催の所内会議や協力会社を含む実務者の技術検討会議等で所長訓示

としてタイムリーに組織目標が述べられるほか、所内現場での作業輻輳時に

設置される「安全衛生協議会」において、２ヶ月毎に実施作業に応じた安全

目標が定められている。 

所長会での所長訓示等は、課会で課長・グループリーダー等から職員に伝

えられ、また、「安全衛生協議会」の安全目標は各職場に掲示し、周知してい

る。 

日常においては、所長自ら座右の銘とする「和而不同（和して同ぜず）」に

沿って担当者クラスまで活発な議論を求めている。 
 
本実験所では、少人数組織としての利点を生かして、『組織規程』等での役

割の明確化、管理者が全員参加して毎週行われる所内会議での協議による情

報の共有化などにより、組織目標と責任範囲は各自に確実に伝達・認識され

ている。また、ＪＣＯ事故以降、ことあるごとに外部からも厳しく安全管理

体制の総点検が要求され、管理者はその都度責任範囲を再認識している。 

 
さらに、所員は組織行動目標や責任範囲を十分に認識していることが、所

長やグループリーダーとの面談を通して確認できた。 
所長の火力発電所の現場経験等をもとにした担当者とのコミュニケーショ

ンが、本実験所で働く作業者の安全意識の高揚と実効性を促進している。 



17 

具体的には、以下の項目が実施されている。 
・ 毎週、所長会で課長職以上に対して安全に関する講話を実施している。 
・ 巡回点検も、協力会社社員を交えた多層的な構成で実施している。 
 
また、グループリーダーとの面談において以下のことを確認した。 

・ 協力会社の所長と一緒に週１回安全パトロールを実施している。 
・ 週１回の所長会（課長職以上の参加）で、本実験所の所長から安全に関す

る講話が実施されている。 
・ 安全活動のポイントは、労働災害防止を第一とし、回転物、重量物、高所

作業等に対し配慮している。 
・ 水平展開の一環として、安全パトロール時には安全担当者と巡回し、対策

が必要な場合は合議の上早急な改善対応を実施している。 
 
(2) 安全文化の醸成    
 
ａ．組織内の各人が安全を優先するという職場風土の形成 
 
安全文化の醸成を図るため、特にＮＳネットや東海ノアの安全協力活動に

は積極的に参加することとしており、そのため、総務課に所員に情報を周知

するための事務局を設けている。 
具体的な活動実績としては、教育訓練の実施、東海ノア活動への参加やＮ

Ｓネットの管理者セミナーへの参加、「安全委員会」の開催及び協力会社との

「安全衛生協議会」の開催等があげられる。 

 

定期的な取り組みとして、モーニングミーティングと工程会議がある。モ

ーニングミーティングでは毎朝関係者への作業内容の周知がなされ、工程会

議では週毎及び月毎の作業に対する安全対策等の周知及び必要な調整の実施

がなされている。これらの活動により、作業安全対策が慎重に行われている

実態が確認できた。 

 
研究終了後の施設の維持管理に際して、安全の重視が考慮されている状況

をレビューした。その結果、研究終了後に一旦休止状態になる研究設備を安
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全に保管するために、次のことを念頭に置いて作業要領書を定めて休止処置

を実施中であることを確認した。 
① 給電系は１次側も含めて停電状態にする。 
② ウランは全て回収し、安定化（二次酸化）処理も速やかに行う。 
③ 危険物（アルコール等）は機器から抜き取り処分する。 
④ 高圧ガスを内包する機器はガスを抜き取るとともに、不要となる薬品、

ボンベ等は処分、返却する。 
 
ｂ．地元地域への情報発信 
 
茨城県及び東海村と締結している「原子力安全協定」に基づき、四半期毎

に施設の運転状況等が報告されているとともに、適時、運転状況が説明され

ている。 

 
地元地域に対しては、各団体主催の賀詞交換会、漁協や原子力協議会主催

のイベントや地元の花火大会、豆まき、桜祭り等に協賛・協力している。 

また、地元地域や一般に対して、広く施設や試験・研究活動等を紹介する

ため、インターネット上にホームページを開設して、情報発信が行われてい

る。 
しかしながら、ホームページにおける掲載が現状に即した内容に改訂され

ておらず、更新されることが望まれる。 
 

(3) ヒューマンファクターへの配慮 
 
ａ．ヒューマンファクターへの一層の配慮 
 
本実験所では、実験プロジェクトが短い周期で変わるため、ヒヤリハット

が発生した場合、その都度モーニングミーティングで周知して注意喚起をし、

さらに全員に周知したい場合には週間工程会議で紹介している。現在のとこ

ろ本実験所でのヒヤリハットの経験を報告したり、他社のヒヤリハットを吸

い上げ周知したりするシステムはない。 
なお、本実験所で採用している濃縮試験における誤操作防止対策として、
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以下のようなものがあげられる。 

① 研究施設が実用規模に大型化した際に、誤操作防止の効果がある自動運

転方式を大幅に採用するとともに中央操作室での運転方式を採用した。 
② 不用意に触れることによる誤操作を防止する目的で、中央操作室操作盤

及び現場操作盤の重要な操作ボタンにはアクリル製のカバーを取り付け

ている。 
また、一般電源室の切換スイッチには操作盤上に遮断器等の番号を付し

て、手順書に記載された遮断器番号と対比確認することにより、対象外

のスイッチ操作の予防策としている。 
③ 作業要領はチェックリスト形式に手順書化することとし、着手前には手

順の読み合わせ、可能な実技訓練等を実施している。 
④ レーザー装置については、レーザー管理区域を設けて同区域内に立ち入

る場合の遵守事項（保護メガネ着用等）を明確にするとともに、装置の

カバーを開けるとレーザー光が遮断されるインターロック等の安全措置

を講じている。 
⑤ アルコール漏えいを早期に検知できるよう警報器（ガス検知器）を設置

しており、また、漏えいの傾向をいち早く知るためガス検知器の出力を

打点記録計で連続的に表示できるようにすることでアルコール漏えい気

配を早期に検知するようにしている。 
 
１．２１．２１．２１．２    良好事例良好事例良好事例良好事例    
 
・自主的に定めた『保安管理規程』による保安活動 
本実験所は「原子炉等規制法施行令」第 16条の 2に該当しない施設であり、
法令上は“保安規定”を定める必要はないが、『保安管理規程』を定め保安上

の遵守事項を規定することにより、きめ細かい保安活動を展開している。 
 

・延べ 15年間の無事故・無災害の達成 
実規模分離装置の建設工事以来、所長のモットーである「安全なくして開

発なし」と「国際価格に比肩し得る濃縮役務費見通しの達成」を合い言葉に

常に新たな課題へ取り組み、高度先端技術の塊である開発に携わることを誇

りに、所長から管理職へ、管理職から一般職、協力会社社員へと末端まで安
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全確保の思想が伝えられており、延べ 15年間の無事故・無災害につながって
いる。 

 
・濃縮試験におけるヒューマンエラー防止対策の積極的な採用 

濃縮試験において、以下のようなヒューマンエラー対策が採用され、無事

故・無災害の達成に貢献している。 
(1) ハード面での誤操作防止対策の代表例 
① 運転の自動化、中央操作運転方式の採用 
② 中央操作室操作盤等の重要なボタンへのアクリルカバーの取り付け 
③ 一般電源室の切換スイッチに２アクション操作の採用 
④ レーザー光遮断インターロック 

(2) ソフト面での誤操作防止対策の代表例 
① 作業要領をチェックリスト形式に手順書化し、着手前に手順の読み

合わせを行う。 
② 実操作の前にできるだけ実技訓練を実施する。 
③ 実操作にあたり 1名が手順を読み上げ、1名が操作する。 

 
１．３１．３１．３１．３    改善提案改善提案改善提案改善提案    
 
・地元地域や一般へのタイムリーな情報発信 
地元地域や一般に対して、広く施設や試験・研究活動等を紹介するため、

インターネット上にホームページを開設して、情報発信が行われている。し

かしながら、ホームページにおける掲載が現状に即した内容に改訂されてい

ないことから、最新の情報に更新されることが望ましい。 
 
・ヒヤリハットや他施設トラブル事例等の水平展開システムの創設 
本実験所でヒヤリハットが発生した場合の対応は、モーニングミーティン

グや週間工程会議での周知が主であるため、データが蓄積されない状況にあ

る。今後の施設の解体撤去にあたっては、ヒヤリハット事例が安全確保に役

立つと考えられることから、ヒヤリハット事例を次世代に伝えるしくみを構

築するとともに、広く原子力産業施設全般に目を向け、他施設トラブル事例

や作業時のヒューマンエラー関係の情報についても調査分析を行うことが望
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ましい。なお、これらの情報の入手元として、ＮＳネットのホームページの

データベースを活用することも一案である。 
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分野２：緊急時対策分野２：緊急時対策分野２：緊急時対策分野２：緊急時対策    
    
２．１２．１２．１２．１    現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価    
 
(1) 緊急時計画  
 
ａ．緊急時計画の策定 
 
本実験所は「原子力災害対策特別措置法」の非該当施設であるが、地震や

火災等により施設等に災害が発生する恐れがある場合または発生した場合、

あるいは核燃料物質等が異常に漏えいした場合又は職員が線量限度を超えて

被ばくした場合等に備え、緊急時計画として「異常事態等対策要領」、『消防

計画』、「消火マニュアル」、「異常事態等対応マニュアル」等が所内における

安全管理関係規程として策定され、初動対応措置等が明記されている。 

 
近隣事業所で緊急事態が発生した場合に備え、「原子力事業所安全協力協定

（東海ノア協定）」に基づく「緊急事態協力活動要領」により、協力体制が定

められている。具体的には、当該活動要領による協力活動本部員として、本

実験所からは「情報収集班」の一員として職員２名（代理要員１名含む）及

び連絡担当者２名（代理要員１名含む）を登録して、出動または通報連絡要

請があった場合に備えている。 
また、原子力施設の事故の発生に伴って県の災害対策本部が設置された場

合は、緊急モニタリングセンターのモニタリング要員として３名が出動する

こととなっている。 
 
ｂ．職員への周知・徹底状況 
 
「異常事態等対策要領」は、各グループに必要部数が配付されている。新

規に本実験所に入所する出向者については、その異動時期が７～８月である

ことから、毎年９月に異常時対応訓練、通報訓練等が実施されている。また、

年１回の頻度で定期的に教育されている。 

最近の例としては、2002年 2月 22日 22時 44分に茨城県北部沖を震源と
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する震度Ⅳの地震が発生したが、夜間にも関わらず、自主的に 15名の職員が
設備点検と通報連絡のために出勤し、迅速な対応がなされている。 
緊急時計画における予想される各種の事故は、「異常事態等対応マニュア

ル」に事象毎に想定シナリオと対応アクションを記載した手順書として整備

され、想定シナリオに基づく異常時対応総合訓練に活用されている。 

通報連絡系統は、「異常事態等対応マニュアル」に勤務時間中、休日・夜間

毎に連絡順序とともに記載されている。 

また、緊急時に必要となる全面マスクやセルフエアセット等の機材は、「異

常事態等対応マニュアル」に機材、保管場所、数量及び所管管理者とともに

記載され、１回／年以上の頻度で点検・整備されている。 
緊急時の組織、通報連絡方法等の対応に係わる訓練は、安全管理関係規程

に基づいて、全職員に対して１回／年の頻度で実施されている。また、職員

が「異常事態対策組織」のどの班に所属するかは、「異常事態等対応マニュア

ル」で決められている。 
以上の異常事態対策について、担当者と面談を実施した結果、出向受け入

れ時にその説明を受け、また毎年実施される訓練の前にも訓練手順の説明を

受けており、その役割や任務について十分に理解していることが確認された。 
 
(2) 緊急時訓練 
 
ａ．訓練の実施（実績） 
 
緊急時計画が記載された「緊急事態等対策要領」に基づき、緊急時訓練が

実施されている。最近実施された訓練には、以下のようなものがあげられる。 
2001 年度のハロン消火を想定した事故対応訓練においては、火報発報後、
火災確認、消防通報、職員召集、ハロン消火、鎮火に至る一連の訓練によっ

て、職員による初期消火、召集体制が、また消防署への通報連絡が機能して

いることが確認された。 
緊急事態に即応するべく、異常時対応訓練、通報連絡訓練を定例的に実施

している。また、2000年から、東海ノア協定締結事業者を対象にして、茨城
県による抜き打ちでの通報連絡訓練が行われており、過去２回の実施におい

ては、本実験所は県からの改善指摘事項を受けることはなかった。 
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2001年 10月 5日 18時 34分に行われた緊急時の通報・連絡訓練において
は、召集連絡を開始してから関係職員が参集するまでに約 30分と本体制が有
効に機能することが確認された。 
職員及び所外関係機関への通報手段として、事故の大きさ別、平日、夜間

別及び訓練別に識別して発信できる「おつたえ君」と「Ｆネット」があり、

事故事象に対応して通報できることが確認された。また夜間、休日において

も警備員等から予め定められた連絡責任者に連絡することとなっており、通

報連絡系統は確保されている。 

消防署との情報交換においては、消防署員による火災予防運動の一環とし

ての救急活動等の講演会を開催するとともに「防火管理者協議会」における

消防署と施設者との情報交換を行い、本実験所内での防災活動への有効活用

が図られていることが確認された。 

 

２．２２．２２．２２．２    良好事例良好事例良好事例良好事例    
 
・地元消防署との積極的な情報交換及び消防署員による講演会の実施 
本実験所は少人数体制ではあるが、無事故・無災害維持の姿勢の下に金属

ウランやアルコールを使用する施設の特異性を認識し、火災に対して所員の

安全管理意識を向上させるため、消防署員による年一回の講演会や地元での

「防災管理者協議会」による情報交換の場を設けて、地元消防署との積極的

な意思疎通を図っている。また、その情報は本実験所の防災活動にも有効活

用されるなど、消防署の情報を取り入れた効果的な取り組みがなされている。 
 

２．３２．３２．３２．３    改善提案改善提案改善提案改善提案    
 
特になし。 
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分野３：教育・訓練分野３：教育・訓練分野３：教育・訓練分野３：教育・訓練    
 
３．１３．１３．１３．１    現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価    
    
(1) 教育・訓練の実施 
 
ａ．教育・訓練制度 
 
『保安管理規程』等に基づき保安教育が定期的に実施されている。この保

安教育には、放射線安全、一般安全、ヒューマンファクターに加え、当該施

設の安全設計などが含まれている。 
 

具体的な取り組みとしては、年度始めに、前年度の資格取得等の教育実績、

効果、人事異動等を考慮して各課毎に案を作り、総務課にて集約・審査した

うえで年間の「教育訓練計画」として所内調整のうえ、所長承認を得て成案

としている。その「教育訓練計画」に従って、年間の教育訓練を各課毎、所

全体あるいは外部派遣等により実施しており、さらには課毎に毎月の実施状

況を総務課に報告し、集約して所長まで上申している。保安教育は総務部総

務課長を実施責任者として、職員及び協力会社作業員全員を対象に行ってい

る。教育後は個人単位の教育履歴が作成される。 
協力会社に対しては、異常時の電気設備取扱訓練、電気取扱者特別教育及

び高圧ガス保安教育等が実施されている。 
 
また、本実験所では職員が電力会社や重電メーカからの出向者が大半を占

める構成となっており、職場で必要とする知識や技能を十分有しているが、

業務運営上必要な知識・技能の習得さらには個々人のレベルアップを目的と

し、所内の教育だけでなく外部の資格取得教育に積極的に参加させ、職員の

資格取得を奨励している。 
 
担当者との面談では、年度毎に見直される年間の「教育訓練計画」に沿っ

て、定められた教育訓練を毎年実施していることや、継続的に職員のスキル

アップや技術継承が図られている様子が確認された。 
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臨界安全教育については、ＮＳネットや東海ノア主催のセミナーに所長、

管理者、実務者が参加している。しかし、本実験所のカリキュラムに臨界安

全教育は含まれていない。これは本施設で使用するウラン量が少なく、臨界

事故が発生し得ない施設であり、また、職員のほとんどが電力会社または重

電メーカからの出向者であり、それぞれの母体で原子力の基礎教育を受けて

おり、臨界安全の一般知識を有しているとの背景があるためと推察される。

とはいえ、本施設でもある程度の臨界安全教育を実施し、ＪＣＯ事故の教訓

を再確認することは安全文化の向上につながるものと考える。 
また、倫理教育についても、カリキュラムには含まれていないが、法令、

規則、許認可内容、作業要領書等に準拠して作業を進めることを徹底させる

ことが倫理面の向上につながるとの認識を有している。ＪＣＯ事故を風化さ

せないためにも、これら臨界安全や倫理に関する教育カリキュラムを実施す

ることが望まれる。 
 

３．２３．２３．２３．２    良好事例良好事例良好事例良好事例    
 
・資格取得の奨励と高い資格取得率 

本実験所では職員が電力会社や重電メーカからの出向者が大半を占める構

成となっており、職場で必要とする知識や技能を十分有しているが、業務運

営上必要な知識・技能の習得さらには個々人のレベルアップを目的とし、所

内の教育だけでなく外部の資格取得教育に積極的に参加させ、所員の資格取

得を奨励しており、2001年度には所員の３割にあたる９名が資格を取得した。 
 

３．３３．３３．３３．３    改善提案改善提案改善提案改善提案    
 
・ＪＣＯ事故の教訓を踏まえた倫理教育等の教育カリキュラムへの追加 
本実験所では、法令、規則、許認可内容等に準拠して作業を進めることを

徹底させているものの倫理教育のカリキュラムがないことから、更なる倫理

面の向上につながる倫理教育を実施することが望ましい。 
また、使用するウラン量が少なく、臨界事故が発生し得ない施設であり、

また、出向母体で必要な知識を有する者も多いが、ＪＣＯ事故を再確認する
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意味で必要な職員には一般的な臨界安全知識取得も教育カリキュラムに取り

入れることにより、更なる安全文化の向上につながるものと期待される。 
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分野４：運転分野４：運転分野４：運転分野４：運転・保守・保守・保守・保守    
 

４．１４．１４．１４．１    現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価    

 

本事業所のように試験研究を主とする事業所では、“安全運転”とは試験研究

時の安全作業が、“安全保守”とは設備・機器の維持管理時の安全作業がそれぞ

れ該当する。両者をまとめた「安全作業」についてレビューを行った。 

 

(1) 安全作業の実施 

 

ａ．文書・手順書の整備状況 

 

安全作業に係る文書・手順書は、「安全管理関係規程類体系」として体系的

に整備されている。その体系の最上位には本実験所の安全に係わる法令、県・

村との協定及び『核燃料物質使用許可申請書』が明確にされた上で各々の法

令等に対応した管理すべき項目等を文書化した『保安管理規程』等の所内規

程類が制定・管理されている。さらに体系の最下位として具体的な安全上の

ポイント等を含む定常的な業務に対する要領書、手順書類が制定・管理され、

職員が自分の業務の安全に関する位置付けを体系的に理解した上で作業でき

るようにされている。なお、非定常的な作業に対する計画書、要領書、手順

書については、その都度、関連する規程類に基づき作成され、関係各部署の

承認を得て制定・管理される。 

 

ａ－１ ウラン濃縮試験 

本実験所の主目的業務であるウランを扱う試験（ウラン蒸発試験、濃縮

試験）については、非定常作業となるため、『保安管理規程』第９条に“技

術企画グループリーダーは核燃料物質を取り扱う試験を実施する場合には、

目的、期間、使用する核燃料物質の種類と量及びその他安全上必要な事項

を明らかにした「試験実施計画書」を作成し、安全委員会の審査を経て所

長の承認を受ける。”と規定されている。 

これを受けて、作業項目、作業手順、安全対策（通常作業時、異常時）

及びウランの使用計画、機器操作やレーザー管理区域への入室に関する制
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限事項等を含めた「試験実施計画書」、運転要領書等が確実に整備されてい

る。 

さらに、この試験計画書の内容を踏まえて、その都度、現場で使用する

運転手順書等が運転作業を行う各協力会社によって作成される。その後、

本実験所内部関係部署と協力会社間による調整・レビューを経て、所長ま

たは技術部長の承認を得た上で制定されている。 

 

ａ－２ 商用電源停止に伴う作業 

ウラン試験以外の安全上重要な非定常作業として商用電源停電時の所内

電源切替作業がある。電源の確保は本実験所の安全運用にとっての生命線

であり細心の管理が必要である。具体的には誤操作による送電系統への障

害防止及び所内の安全上重要な設備の停電防止の観点から、事前に東京電

力給電所との打ち合わせをその都度行い、その結果を反映した「所外・所

内電気設備停電・復電操作手順書」が作成される。その後、本実験所内関

係部署間の調整・レビューを経て、部長の承認を得た上で制定されている。 

 

ａ－３ 定常的作業 

核燃料物質取扱い、放射線防護等の管理業務を含む定常的作業及び共用

設備の運転維持管理等の共通的な付帯作業についての具体的な要領書・手

順書は各々の上位規程類の内容を踏まえて、「基準」「要領書」「手順書」「マ

ニュアル」等として常備されている。 

・ 附帯設備の定常操作等については、設備毎に「運転操作手順書」が整備

されている。 

・ 設備・機器の維持管理（点検・整備）に用いる文書としては、「定期点

検保守基準」、「日常点検保守基準」及び「巡視点検基準」などの文書が

整備されている。 

・ 安全管理業務に用いる文書としては「レーザ装置安全取扱要領」、「危険

物取扱保安要領」、「放射線管理細則」、「放射性廃棄物管理マニュアル」

他が整備されている。また、核燃料物質管理に係わる文書としては「ウ

ラン取扱い要領」、「計量管理要領」が整備されている。 

・ 緊急時対応としては「異常事態対策要領」、「消火マニュアル」他が整備

されている。 
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なお、現在、設備解体の実施準備として、新しい施設管理モードへの移

行に向けた規程類の整備が進められている。 

 

 

ｂ．文書・手順書の作成・チェック、承認、改訂の方法 

 

『職務権限規程』にて、文書・手順書類の承認の権限職位が規定されてい

る。具体的な作成にあたっては、以下のように規程類、手順書に係る安全性

のチェックが行われる仕組みとなっている。 
 
① 『保安管理規程』、「試験計画書」等の安全上重要な文書は「安全委員会

運営要領」にて具体的な審議方法が規定されている。 
② 研究設備の運転保守を実施する手順書及び附帯設備の「運転操作手順書」

については、作業主管部門で安全性、実現性、許認可との整合等を確認

し、関係部署との調整をした上で、重要なものは所長まで、それ以外の

ものは部長まで上覧、承認をとる。また、変更する場合も同様の手続き

になる。 

③ 附帯設備の保守に関する手順書は、請負工事、直営作業ともその都度手

順書を作成して、部長の承認を得ている。 

 

このうち、安全性に関する項目及び許認可との整合等の確認においては、

本実験所は少人数の組織でコミュニケーションは極めて良好であることから、

事前のミーティング等により確実に整合確認が行われている。しかしながら、

今後の業務をより安全に遂行するためには、許認可項目や安全上のポイント

を確実に手順書へ反映するためのチェックリスト等の運用が望まれる。 

また、文書改廃時の新版の審査・承認及び配布や旧版廃棄については「安

全管理関係規程類の運行マニュアル」にて規定され、総務課にて直接実施さ

れている。しかしながら、改廃情報の関係職員への周知徹底方法については、

課・グループに委ねられており、本実験所としての明確なル－ルが文書化さ

れていない。今後の作業に対してはより確実な周知徹底のために所内ＬＡＮ

などを利用する等、具体的な方法を明確に文書として規定し運用することが
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有効であることが確認された。 

 

ｃ．許可事項（内容）との整合性 

 

本実験所においては研究開発が主たる業務であることから年度毎に新たな

展開がある。このため、毎年、試験計画策定とともに変更申請を実施してお

り、随時、許認可内容を確認しながら、「試験実施計画書」、作業手順等を立

案してきた。 

なお、ＪＣＯ事故の直後に国、県の指示により安全総点検を実施した際に

は、所内規程類について運用上の問題ではあったが、一部許認可内容との相

違する点があることが判明し、規程類の改正等、再発防止のための是正措置

を講じている。この事例を踏まえて、現在は総点検結果を反映し、開発終了

後の施設管理等の業務においても慎重な確認を心掛けるようにしている。 

 

また、使用条件が規制されている核燃料物質、試薬及び設備等については、

以下のようにその内容を明確に規定している。 

・ 実験所内で使用する危険物（アルコール、重油等）は、「少量危険物貯蔵

取扱い届出書」及び「危険物貯蔵所設置許可申請書」に記載されている取

扱数量、保管場所等を「危険物取扱い・保安要領」に明記している。なお、

現在では開発が終了しており、アルコールは撤去されている。 

・ レーザー装置については、『核燃料物質使用許可申請書』に記載されてい

る装置設置上の留意事項、レーザー装置運転時の注意事項（保護メガネ着

用等）を「レーザー装置安全取扱い要領」に明記するとともに、点検のた

めのチェックシート等を定めている。 

・ ウランの取扱いについては、取扱い内容に加えて、火災防止の観点からの

県の指導項目を規程類に反映している。 

・ アルゴンガス等については高圧ガス製造施設としての許可を受け、関連す

る規程について整備している。 

・ 管理区域の負圧（２㎜ Aq 以上の負圧）維持を「巡視点検基準」にも明記

し、１回／日確認している。 

・ ウランの使用については、“原子レーザー法濃縮技術開発の試験以外の目

的に使用しないこと”と記載した「ウラン取扱い上の注意事項」を現場に
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掲示するとともに『計量管理規定』、「計量管理要領」に従い、ウラン使用

時は複数部署の許可を得なければ保管庫から出庫できない運用となって

いる。さらには、「ロケーションマップ9」、「在庫変動総括表」、「保管廃棄

票」等によりウラン総量の管理を実施し記録を残す運用となっている。 

 

ｄ．安全作業の実施 

 
作業内容、安全上の管理ポイント等については、所管部署・関連部署と協

力会社間で事前に作業要領書の内容の確認を行う。さらに、日々の作業前に

はモーニングミーティングを開催して、承認された要領書に基づく「安全作

業指示書」により、当日の作業内容、手順、安全上の留意点を確認し、作業

に着手している。また、確実な作業が行われていることは、請負工事にあっ

ては協力会社の作業監督者及び本実験所所管部署の担当者が、直営作業にあ

っては作業責任者が、チェックシ－トを用いてそれぞれ現場で確認している。 

商用電源の停電に伴う所内電源切替え作業等の誤操作に伴う影響の大きい

非定常作業時においては、予め制定された手順書、チェックシ－トにより、

手順を追って操作している。なお、この際、操作にあたっては、操作者とは

別に手順と操作機器を確認する者を定め、多重の誤操作防止を図っている。 
 

担当者との面談の結果、以下の事項が確認できた。 

・ 実験マニュアル及び施設点検・整備マニュアルには安全作業のためのチェ

ックリストが添付されている。また、商用電源停電時の所内電源切替作業

手順書についてもチェックシートが作成されている。職員及び協力会社員

は作業開始前あるいは作業中にはこのチェックリストを用いて安全を確

認しながら作業を実施している。 

・ 一方、核燃料物質等の輸送に際しての遵守事項や非常用電源設備等の重要

設備の点検パトロールでの確認すべき項目等も確実に実施されている。し

かしながら、繰り返し業務であること及び限定された作業者による業務で

あることから、前者においてはチェックシート等を用いた管理はされてお

らず、また、後者についても点検記録としてチェック項目は記載されてい

るものの確認すべき項目の一部については記載していないものもある。今

後の重要作業においては、ヒューマンエラー防止の観点及び対外的アカウ
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ンタビリティの確保の観点から「チェックシート」の活用が有効である。 

・ 事前の打ち合わせや日々のモ－ニングミ－ティングを活用した安全管理

が徹底して行われている。 

・ 安全に関する文書の体系と作業要領書で規定された管理項目、管理値の根

拠についても理解した上で作業を実施している。 

・ 文書の改訂情報の把握、最新版の使用についても、所属する課・グループ

内の会議で周知徹底され、運用されている。 

    

(2) 作業設備と機器 

 

ａ．設備・機器の点検 

 
本実験所の設備・機器を大きく分類すると、試験研究設備、放射線管理設

備、附帯設備に分類されている。このうち試験研究設備は「試験実施計画書」

及びそれに基づく協力会社の要領書・手順書の中で点検計画が立案・決定さ

れ実施されている。一方、放射線管理設備と附帯設備についてはその重要度

に応じて「定期点検保守基準」に基づき点検されている。当該設備・機器は

核燃料物質を扱う試験施設であるが、それぞれ重要な機能を持つものであり、

個々の設備の重要度をあらためて分類した規程類はない。しかし、実務上は、

特に安全管理の観点から、主試験設備においては「レーザー装置」と「分離

装置」また附帯設備及び放射線管理設備においては「電源設備」、「負圧維持

設備」、「環境管理設備」を重要設備としている。具体的な設備・機器の点検

は以下のように行われている。 
① 研究設備については既に休止状態となっているが、必ず試験前に調整運

転を実施して、異常のないことを確認していた。 

② 放射線管理設備の年次点検及び保守点検は、放射線管理区域の維持管理、

周辺環境への影響把握、従事者の被ばく管理等の面で重要であることを

考慮して、メーカー点検（年次点検）を年１回，自主点検（保守点検）

を年３回実施している。 
③ 附帯設備等は年１回の定期点検としているが、設備毎の点検内容は実務

上の重要度に応じて定めた「定期点検保守基準」による。 
④ 附帯設備等の機器の健全性を確認するために、実務上の重要度に応じて
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点検頻度を定めた「日常点検保守基準」に基づき、定期サーベイランス

を計画、実施している。 
⑤ 附帯設備等の日常の機器運転状態は、巡視点検基準に基づき１回／日点

検し、異常の早期発見に努めている。 
 
具体的な機器の維持管理状況に関し、レーザー装置についてレビュー者の

視点を集中してより深くレビューを行った。 
レーザー装置については、火災といった安全上の観点から入念なチェック

を実施することが「レーザー装置安全取扱い要領」に規定され、この要領に

従って定期的に点検・整備がなされていたことが、点検記録等より確認され

た。また、最終試験を終えた 2002年４月以降は、以下のような確実な保管措
置が実施され、安全を確保していることを現場観察にて確認した。 
(1) 電源については、分電盤においてＮＦＢを二重にＯＦＦしている。 
(2) アルコール、水については、系統から除去している。 
(3) 装置本体にカバーを掛け、装置内部に触れることのないようにしている。 
(4) 休止による操作禁止を示すタグが全ての電源、弁、計器等に張り付けら

れている。これらは通常使用される管理タグとは明確に識別できるよう

に色や様式を変えており、保管措置である旨の周知、注意喚起及び誤操

作防止を図り安全確保に努めている。 
 
なお、これらの保管措置は、「安全委員会」の審査を受けた後実施されてい

る。 
 

(3) 核燃料サイクル研究施設のエンジニアリング 

 

ａ．核燃料物質の管理 

 

本実験所において使用許可を得ている核燃料物質の種類は天然ウラン、劣

化ウラン及び濃縮ウランであり、それぞれに対して年間使用数量が決められ

ている。これらの核燃料物質の管理については、『保安管理規程』及び『計量

管理規定』において核燃料物質の基本的な取扱管理及び在庫管理を、「ウラン

取扱い要領」ならびに「計量管理要領」でその詳細を規定している。 
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通常の保管状況下では以下のように適切に取扱管理ならびに在庫管理され

ている。 

① 基本的にウランは、拡散を防止するためポリエチレンシートで被われた

状態で金属製容器に収納され実験棟内ウラン貯蔵室で保管される。試験

終了後、二次酸化が行われるまでの期間は、ウランを不燃性シート及び

ポリエチレンシートで被い、さらに容器内に不活性ガスを充填した安定

な状態で保管している。 

② 貯蔵容器毎にウラン量等を記載したウラン保管容器ラベルを取付けて履

歴管理を行えるようにしている。ウラン貯蔵室での庫出し、庫入れ及び

在庫変動の都度、「ロケーションマップ」、「アイテマイズドリスト10」を

更新して在庫量（変動量を含む）を把握している。 

③ 試験に使用したウランは、二次酸化した後、金属製容器に収納した状態

で廃棄物貯蔵棟において保管廃棄している。 

④ 年１回実施する棚卸しにおいて、「在庫変動総括表」等により実在庫の確

認を行い、その後「核燃料物質実在庫量明細報告書」及び「核燃料物質

収支報告書」を作成し国に報告している。 

 

ウランの移動時は、「庫出し票」、「庫入れ票」を作成し、計量管理責任者の

確認を受けるとともに、「ロケーションマップ」、「アイテマイズドリスト」を

更新し、移動情報を把握、管理している。また、在庫変動毎に「核燃料物質

在庫変動・受払間差異・リバッチング報告書」と「核燃料物質実在庫量供給

当事国別明細報告書」を作成し国に報告している。 

 

核燃料物質の所内への搬入及び所外への搬出にあたっては、事前に輸送方

法、輸送物等を定めた「輸送計画書」を作成し所長の承認を得ている。実際

の輸送段階では、「輸送申請書」により遵守すべき事項が確実に実施されてい

ることを所長が確認した後輸送を実施している。また、輸送実施後は「実施

報告書」を作成し、所長まで報告している。なお、搬出入時は、計量管理責

任者（もしくは計量管理担当者）がこれに立ち会って確認するとともに、相

手先と「核燃料物質移動通知書」を手交11している。 
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貯蔵状況の現場観察において、注意事項、掲示等も確実に実施され適切に

核燃料物質が貯蔵管理されていることが確認された。また、日々の巡視にお

いて貯蔵状態に異常がないことの確認が行われていることも併せて確認した。 

 

ｂ．化学物質の管理 

 

本実験所において毒物・劇物の使用はないが、アルコールと重油などの危

険物が取り扱われ、以下のような管理がなされている。このうち、アルコー

ルについては、試験終了に伴い、廃棄の手続きが完了していたが、今後、危

険物類が使用される場合には、これまでの管理要領に準拠し、確実に管理さ

れるであろう実績があることが確認された。 

① アルコールについては、「危険物取扱い・保安要領」に則り、１回／月の

頻度で、貯蔵量の確認と施設の点検を行って、確認・点検結果は危険物

施設点検表に記録し、管理する。 

② アルコールと重油を取り扱う設備については、「危険物取扱い・保安要領」

に基づき、定期的に点検等を行い、管理する。 

 

ｃ．放射性廃棄物の管理 

 

本実験所における、放射性固体、液体、気体廃棄物についての貯蔵もしく

は放出管理については、『保安管理規程』において基本的な管理を規定し、「放

射線管理細則」及び「放射性廃棄物マニュアル」でその詳細を規定している。 

具体的な管理は以下のとおり。 

① 放射性廃棄物全般としては、「放射性廃棄物管理報告書」を毎月作成し、

貯蔵場所、貯蔵量、放出実績等を適切に把握することにより、管理に努

めている。また、四半期毎に県と村に管理状況を報告している。 

② 放射性固体廃棄物及び放射性液体廃棄物の一部（真空排気用ポンプの交

換油等の油脂類、濃縮度・収量測定後の分析硝酸廃液等の使用済薬品類）

は、廃棄物貯蔵棟に保管廃棄しており、その保管廃棄方法については規

程類に適切に定められたとおり実施している。 

③ 放射性固体廃棄物のうち、ウラン屑等の廃棄物を収納した金属容器はさ

らにステンレス製の箱に収納し、蓋を自主的に封印管理している。この
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封印管理により、廃棄物が健全に保管廃棄されていることの確認が、確

実かつ容易にできることになる。 

④ 放射性固体廃棄物は、廃棄物仕分室（集積場所）へ運搬された後、可燃

物、難燃物及び不燃物に仕分けされる。その後ドラム缶詰め及び廃棄物

表示ステッカーの貼付を行い廃棄物貯蔵棟において保管廃棄される。 

⑤ 放射性液体廃棄物の一部についても、ポリ瓶への収納後、廃棄物表示ス

テッカーの貼付及び漏えい対策が施された状態で、廃棄物貯蔵棟で保管

廃棄される。 

⑥ 残りの放射性液体廃棄物については、定められた放出手続きに従い放射

能測定等を実施した後、放出申請書により放出条件が満足していること

等について所長の承認を受けた上で放出される。 

⑦ 放射性気体廃棄物については、連続放出であることを前提に、排気筒で

のモニタによる連続監視下で放出される。また、放出量評価については

排気中の放射性物質濃度を測定することにより適切に実施されている。 

⑧ これまでに放出された放射性液体及び気体廃棄物は、全て検出限界以下

である。 

 

廃棄物貯蔵棟において、保管廃棄状況を現場観察した。その結果、廃棄物

の取扱いに関する注意事項の掲示及び実施が適切に行われていることならび

に除湿機の設置等によるドラム缶の健全性確保対策が確認されたことより、

適切な保管管理が行われていると判断される。 

 

４．２４．２４．２４．２    良好事例良好事例良好事例良好事例    
 
・安全作業に係る文書類の体系的な制定・管理 

安全作業に係る文書・手順書は、「安全管理関係規程類体系」として体系的

に整備されている。その体系の最上位には本実験所の安全に係わる法令、県・

村との協定及び『核燃料物質使用許可申請書』が明確にされた上で各々の法

令等に対応した管理すべき項目等を文書化した『保安管理規程』等の規程類

が制定・管理されている。さらに体系の最下位として具体的な安全上のポイ

ント等を含む定常的な業務に対する要領書、手順書類が制定・管理され、職

員が自分の業務の安全に関する位置付けを体系的に理解した上で作業できる
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ようにされている。 

 
・安全確保に留意したレーザー装置の保管措置 
休止による操作禁止を示すタグが全ての電源、弁、計器等に張り付けられ

ている。これらは通常使用される管理タグとは明確に識別できるように色や

様式を変えており、保管措置である旨の周知、注意喚起及び誤操作防止を図

り安全確保に努めている。 
 

・ウラン廃棄物の保管廃棄における工夫 

廃棄物貯蔵棟におけるウラン廃棄物の保管廃棄において、それらの処分が

可能となる相当長期にわたり保管管理すべきであるという特殊事情を勘案し

て、ウラン屑等のウラン廃棄物を収納した金属容器はさらにステンレス箱に

収納した後、ステンレス箱の蓋を自主的に封印管理している。 

この封印管理により、廃棄物が健全に保管廃棄されていることの確認が確

実かつ容易になる。 

 

 

４．３４．３４．３４．３    改善提案改善提案改善提案改善提案    
 

・チェックリスト等を用いた確実なチェック 

安全性に関する項目や許認可に関する項目について、手順書等の作成や現

場作業実施に際しては上位の規程類との整合確認は、事前打ち合わせ会議、

日々のモーニングミーティング等を活用して十分実施されている。加えて、

ウランを扱う試験や商用電源停止時作業等の非定常作業においては、チェッ

クシートを活用した確実な作業が実施されている。 
しかしながら、定常作業においては繰り返し業務や作業者が限定されるこ

とから、チェックシート等の運用は必ずしも実施されていないものもあり、

また、実施されていてもチェック項目が大まかにしか記載されていないもの

もある。今後の定常的な重要作業についてもヒューマンエラーの確実な防止

の観点及び対外的説明責任エビデンス確保の観点から「チェックシート」の

有効活用が望ましい。 
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・規程類改訂時の所員への周知徹底の改善 

文書改廃時の新版の審査・承認及び配布や旧版廃棄については「安全管理

関係規程類の運行マニュアル」にて規定され、総務課にて直接実施されてい

る。しかしながら、改廃情報の関係職員への周知徹底方法については、課・

グル－プに委ねられており、本実験所としての明確なル－ルが文書化されて

いない。今後の作業に対してはより確実な周知徹底のために所内ＬＡＮなど

を利用する等、具体的な方法を明確に文書として規定し運用することが望ま

しい。 
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分野５：放射線防護分野５：放射線防護分野５：放射線防護分野５：放射線防護    

 

５．１５．１５．１５．１    現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価    

 

(1) 放射性物質の閉じ込め性及び放射線量監視 

 

ａ．適正な負圧管理 

 

管理区域内の負圧管理方法については、『核燃料物質使用許可申請書』中の

気体廃棄施設の記載箇所で国の確認を受けたものとなっており、さらに、こ

れを受けた『保安管理規程』における運転管理の記載でその実施を明確に規

定している。 
局所的なものを含め、負圧管理の実際は以下のとおり。 
① 管理区域の負圧維持のため、排気ファンに予備機を設け、運転機故障時

には自動的に予備機を起動させることにより、連続運転が可能なシステ

ムとしている。また、排気ファンと給気ファンの間にはインターロック

を設け、排気ファンが運転されない限り給気ファンが運転できないシス

テムとしている。 

商用電源の停電時にも、非常用ディーゼル発電機が自動起動することに

より、排気ファンへの電源を確保している。 

② 排気ファンが故障した場合または負圧値に異常が見られた場合には、警

報等により施設管理者に連絡され、正常状態への復帰操作がすみやかに

実施されることとなっている。 

③ 試験後に真空容器内部構成品やウランを取り扱う場合，局所排気装置を

持つドラフトチャンバ（フード）内で作業することにより、放射性物質

を封じ込めている。なお，これらの局所排気装置は建物排気系統に接続

されているが、単独でも高性能フィルタを保有している。 

④ 試験装置の開放点検等の場合は、試験装置自体を局所排気装置の機能を

有するパーティション（フード）で囲んで，放射性物質を封じ込めてい

る。 

⑤ 排液試料の蒸発乾固をする作業に使用している分析室のフードは、排気

設備に接続し、負圧を保っている。また、作業の都度、気流の方向等を
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確認して負圧の確認を行っている。 

 

また、職員は毎日１回の頻度で管理区域の負圧が正常であることを確認し

ている。パーティション及びドラフトチャンバは、排気装置の正常運転を週

に１回点検記録して確認している。 

さらに、機器の点検等において計画的に排気ファンを停止する場合には工

程会議等でファンの停止を周知するほか、停止期間を土・日とすることで管

理区域への入域をなくすことならびに停止期間における作業を原則禁止して

いる。また、停止期間中に管理区域へ入域する場合には半面マスクの着用を

義務付け内部被ばく防止を図る他、管理区域中の汚染測定ならびに放射性ダ

ストの測定を行い汚染の拡散のないことを確認している。 

給排気ファンの運転状況、現場負圧計の観察により、確実に負圧が維持さ

れていることが確認された。 

 

ｂ．放射線量の監視 

 

放射線管理については、『保安管理規程』に基本的な管理が定められており、

これを受けた「放射線管理細則」に管理の詳細が規定されている。放射線量

の監視についても、この「放射線管理細則」に具体的に実施項目・頻度及び

方法等が定められている。詳細は以下のとおり。 

① 定常測定 

（1） 管理区域内の線量当量率は，毎日，定点測定を行い、このデータをグ

ラフ化することにより変動を監視している。 

（2） 管理区域内の表面汚染密度は、1週間毎に定点の測定を，また空気中の

放射性物質濃度は固定点からエアスニファにより連続サンプリングし，

1週間毎に測定している。 

（3） 管理区域外への排気は排気モニタで連続測定し，監視盤に表示される

計数値を監視するとともに，放出放射能量については排気を連続サン

プリングし，その測定を 1週間毎に実施することにより評価している。 

また、バックアップモニタも配備されており、故障等による排気モニ

タ停止時においても連続測定が可能となっている。 

（4） 管理区域外への排水は，発生廃水を収集槽に溜めておき，外部に放出
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する前にサンプリングして放射能量等を測定し，基準値以内であるこ

とを確認して放出している。 

（5） 管理区域境界の線量は，ポケット線量計により連続測定し，１週間毎

に読み取りを実施している。 

（6） 周辺監視区域境界については，１週間毎に測定するとともに，熱蛍光

線量計による連続測定結果を３ヶ月毎に読み取っている。また，環境

試料として土壌の放射能測定を，６ヶ月毎に実施している。 

② 非定常測定 

（1） 定常測定で異常が認められた場合は，区域区分と作業方法を見直すと

ともに，立入制限等の措置を講じることが必要であるため，詳細な測

定を実施すること等が放射線管理細則に定められている。 

（2） その他の非定常測定としては、作業実施に伴う作業管理上の測定，金

属ウラン搬出入時のウラン貯蔵室線量当量率の確認測定及び放射性物

質の運搬に伴う測定があり、これらの測定結果は防護具着用指示等の

放射線管理上の指示事項等へフィードバックされ活用される。 

 

現在に至るまで、上記の測定において、線量当量率の上昇及び汚染の拡大

等の異常な状態は認められていない。 

 

(2) 線量管理 

 

ａ．職員の線量管理 

 

作業員が管理区域に入域する際には、必ずガラス線量計とポケット線量計

を着用することとしている。この着用の徹底を図るため、管理区域入り口に

は、その旨の注意事項を明示するとともに、安全課員の管理区域巡視時にチ

ェックが行われている。ポケット線量計については、管理区域入域前後に線

量を記録することにより、着用忘れを防止するシステムとなっている。また、

ウランを直接取り扱う作業の場合にはベータ線の管理も重要になることから、

個人用ベータ線線量計をさらに着用することにより、適切な眼及び皮膚の等

価線量管理を行えるようにしている。 

これまでの測定結果から、実効線量においては全て検出限界以下、また、
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等価線量については法令に定める限度を十分に下回っていることが確認され

ている。 

内部被ばく管理手法としては、管理区域内空気中放射性物質濃度から線量

を算定する方法が用いられており、調査レベル以下であることを３ヶ月毎に

確認している。この評価のなかで、調査レベルを超えた作業員はバイオアッ

セイによる精密評価を行うこととしている。 

内部被ばくにおいても、これまでの評価結果から、調査レベルを超える結

果は確認されていない。 

以上から、外部及び内部被ばくの両方において十分な管理が実施されてい

ることが確認された。 

また、作業員の線量評価記録は法令に定められた期間保存していることを

確認した。 

 

５．２５．２５．２５．２    良好事例良好事例良好事例良好事例    
 

・等価線量のきめ細やかな管理 

ウランを直接取り扱う作業においては、ベータ線についても重点的に管理

することが必要になってくる。このため、ガラス線量計のほかに個人用ベー

タ線線量計を着用することにより日々の等価線量の確認を行っている。 
 

 

５．３５．３５．３５．３    改善提案改善提案改善提案改善提案    

 
・被ばく線量測定器の着用徹底のための取り組み 

管理区域入域時、システム的にガラス線量計が確実に着用されていること

を確認できるようになっていないことから、ポケット線量計と同様に、入域

手順の一つに着用を確認できる仕組みを取り入れ、着用忘れ防止をさらに徹

底することが望ましい。 
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分野６：重大事故防止分野６：重大事故防止分野６：重大事故防止分野６：重大事故防止    

 

６．１６．１６．１６．１    現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価    

 

(1) 火災・爆発事故 

 

ａ．火災・爆発の可能性のある工程・設備・機器 

 

本実験所での火災・爆発の可能性のある工程・設備・機器は、『消防計画』

に基づく「消火マニュアル」に記載の関連規程類の項に、対応する規程類と

ともに明示されている。具体的には、ウラン屑による発火、危険物の発火が

リストアップされている。 

 

ｂ．火災・爆発防止に対する管理の方法 

 

（ウラン屑への対応） 
火災の可能性があるウラン屑については、「ウラン取扱い要領」において、

その取扱いと回収作業時の仮置き等にあたっての監視要領等が定められてい

る。 

具体的には、 

・ 対象となるウラン屑の定義が明記され、ウラン屑が発生する可能性のあ

る作業にあたっては、周辺を不燃性シートで養生するとともに、作業継

続期間は休日・夜間を含めた監視を行うこと。 

・ 強化液蓄圧式消火器、消火砂などを用意すること。 

・ 取り出したウラン屑は、不燃性シートに包み、さらにポリエチレン製の

袋に詰められた上で金属性容器（ペール缶）に入れ不活性ガス（アルゴ

ンガス）を封入し貯蔵庫に仮置きすること。 

・ 最終的には二次酸化による安定化処理を行うこと。（国、県からも要請あ

り） 

など、確実な火災防止対策が行われている。 
実際の取扱い場所の現場観察を行い、消火用機材の確認を含む作業上の注

意事項が表示されていることが確認された。 
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（危険物への対応） 

火災・爆発の可能性がある危険物（アルコール、重油）の使用、保管場所

等の保安管理事項については、「危険物取扱い・保安要領」に明記され、具体

的な保安管理組織、機器類の点検、火気使用に関する規制事項などがまとめ

られている。特に、アルコールを扱う施設（色素レーザー室、可燃物貯蔵棟）

については、アルコールガス検知器を設置し、室内のアルコールガス濃度を

連続的に測定・記録するとともに、濃度が上昇した場合は警報を発すること

でアルコール漏えいを早期に検知する対応がなされていたことが確認された。 

なお、レビュー時点では、アルコールの撤去が完了しており、検知設備は

停止処理が施されていた。 

危険物が保管されている現場として、Ｄ／Ｇ（非常用ディーゼル発電機）

の重油タンクを確認し、当該施設には危険物を保管している旨の表示が確実

に行われていることを確認した。 

 

（その他の対応） 

上記以外の一般的作業に対する防火管理は、たとえば現場作業時に使用す

る火気の取扱いなどは、「火気使用許可申請書」により管理されている。「火

気使用許可申請書」には、使用火気、使用場所、使用期間、使用目的及び防

火対策が記載され、最終的に防火管理者の承認を受けることが「消火マニュ

アル」に規定されている。今後の作業にあたっても、この運用を確実に行い、

防火の徹底を図るとのことであった。 

防火に関する自主的な取り組み状況として、各グループ単位で協力会社と

ともに１週間に１回程度行われる安全パトロールの中で防火点検が行われて

いる。また、作業室毎の火元責任担当課により、チェックシートを用いて担

当区域の月１回の現場パトロールが行われ、防火点検結果が所長まで報告さ

れていることが確認された。 

 

ｃ．火災・爆発発生時の検知、緩和 

 

本実験所には、以下のような火災・爆発を検知するための設備がある。 
① 本実験所の建屋には火災感知器（「消火マニュアル」に規定）が配置され
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ており、火災発生時には火災報知器が吹鳴するようになっている。 

② 実験棟、可燃物貯蔵棟及び色素循環棟にはハロン消火設備を備えており、

万一火災・爆発が発生した場合にも適切に緩和できるようになっている。

なお、レビュー時点では、アルコールの撤去が完了しており、可燃物貯

蔵棟及び色素循環棟のハロン消火設備は停止処理が施されていた。 

 

これらの設備は、総合点検が年１回、外観・機能点検が半年に１回実施さ

れている。また、「消火マニュアル」には、防火及び消火のための所内体制が

定められており、万一の火災発生時にも迅速な消火活動への対応がとられる

ものとなっている。さらに、それらを確実に行えるように消火設備の使用訓

練などが、年１回全員を対象として実施されている。 

そのほか、火災・爆発事故防止の一環として、可燃物の持ち込み防止など

の取り組みが行われている。 

 
６．２６．２６．２６．２    良好事例良好事例良好事例良好事例    
 
・ウラン屑に対する多重の火災防止対策 

ウラン屑は、最終的に二次酸化による安定化処理が施され、火災防止が図

られている。これに先行する仮置き期間中は金属製容器に不活性ガスを封入

し、さらにこれ以前の段階は夜間、休日等を含めた監視を行う確実な火災防

止対策が実施されているなど多重の火災防止対策が採られている。 

 
・多種多様な安全パトロールによる防火点検の実施 
各作業では「火気使用許可申請書」に基づく防火対策や点検が実施されて

いる。それに加え、各グループ単位で協力会社とともに１週間に１回程度の安

全パトロールの中で防火点検が行われている。また、火元責任担当課が、チェ

ックシートを用いて管理エリアを月１回現場パトロールし、防火点検結果を所

長まで報告するなどの防火に対する多種多様な取り組みが行われている。 
 
６．３６．３６．３６．３    改善提案改善提案改善提案改善提案    
 
特になし。 
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【用語解説】【用語解説】【用語解説】【用語解説】    
                                            
1 原子レーザー法ウラン濃縮技術：参考図５及び６参照 
2 鉱工業技術研究組合法：鉱工業の生産技術の向上を図るため、これに関する試験研究を協同し
て行なうために必要な組織について定めた法律。この法律に基づき認可された技術研究組合が
実施する共同研究を政府が承認した場合、参加企業は税法上の特典などが受けられる。 

3 SWU：Separative Work Unitの略。分離作業単位。ウラン濃縮を実行することによって高ま
る価値の大きさを表す尺度として用いられている重要な概念である。実際の単位は kgや tで
あるが、ウラン量と同じ単位となり、まぎらわしいため、ｔSWUのように SWUを付記して
書かれる。なお、100万 kW級原子力発電所 1基を 1年間稼働するために必要な燃料は約
120tSWUに相当する。（「原子力辞典：日刊工業新聞社」より引用） 

4 臨界による事故を想定する必要がない理由：最も厳しい条件での最小臨界質量が、臨界量の実
験的測定とその結果を用いた理論的外挿により、"Nuclear Safety Guide TID-7016 Revision2 
(NUREG/CR-0095,ORNL/NUREG/CSD-6)"に述べられている。100％濃縮 235Ｕの溶液状の値
は、0.63kgである。さらに、濃縮度を下げた場合の緩和係数が求められ、それをもとに、各
濃縮度での最小臨界質量が与えられる。TID-7016 Rev2では、5％濃縮未満の場合 25kgＵ、5％
以上 20％未満の場合 4kgＵが求められている。本実験所で許可されている濃縮ウランの使用
量は、この最小臨界質量の概ね 10分の１程度であり、臨界にはなり得ないとされている量で
ある。 

5 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第 16条の 2：「核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 55条の 2（施設検査の項）第 1項及び第 56
条の 3（保安規定の項）第１項の規定に基づく核燃料物質を定めた政令の条文。施設で取り扱
う濃縮ウラン等の量が、臨界を考慮する必要があるか否かの基準等をもとに、上記法律に基づ
く保安規定の作成・認可、施設検査を必要とする施設の基準が定められている。濃縮ウランの
取扱いの規定では 235Ｕの量が規定されており、5％濃縮未満の場合 1.2kg、5％以上 20％未
満の場合 0.7kgが定められている。異なる濃縮度のウランを貯蔵する場合は、各濃縮度の基準
に対する割合の和が１以上であるものが対象となる。安全側に見た濃縮ウラン質量は、5％濃
縮未満の場合 24kgＵ、5％以上 20％未満の場合 3.5kgＵとなる。 
 本実験所で許可されている濃縮ウランの使用量は、この基準未満であり、上記法律に基づく
保安規定の作成・認可、施設検査を必要としない。 

6 原子力事業所安全協力協定（東海ノア協定）: 原子力事業所安全協力協定を締結した 21の原
子力事業者が所在する市町村名の東海村と那珂町・大洗町・旭町・ひたちなか市のアルファベ
ット頭文字「ＮＯＡＨ」からノアと略称し、この協定を「東海ノア（ＮＯＡＨ）協定」とも呼
んでいる。 

7 負圧管理：外部の気圧よりも内部の気圧を低めることにより、空気の流れを制御して放射性物
質を閉じ込める管理方法。 

8 和而不同（和して同ぜず）：論語の中の一節。「君子和而不同、小人同而不和。」（君子は和して
同せず、小人は同して和せず。）「和」とは、自分の主体性を堅持しながら他と協調すること、
「同」とは付和雷同（自分にしっかりした考えがなく、他人の意見にすぐ同調すること）の意。 

9 ロケーションマップ：核燃料物質容器個々の場所を示した一覧表 
10 アイテマイズドリスト：核燃料物質容器内の保管量等を示した明細票 
11 手交：（しゅこう）公式文書などを手渡しすること。 
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